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1.研究の背景と目的 
模倣検査において用いられる課題は，提示された手指の形態模倣が主流であるが，その中にはキツ

ネ，ピ－スなど形態自体が意味をもつもの（S+）と，手指による形態自体には意味が付加されていない
もの（S－）の 2種類がある．先行研究として，有意味形態と無意味形態の模倣における Brain-Imaging
研究から，それらの脳局在の違いを報告している．しかし，臨床場面において実際の模倣検査からの

違いを報告している研究は少ない．そこで，本研究では，模倣障害の病態を理解する手掛かりを得る

ことを目的に，通常の模倣検査に加え，視覚情報を運動情報に直接変換すると考えられる視覚遮蔽下

模倣課題を用い，脳卒中右片麻痺患者における模倣障害の特性を S+と S－の情報処理の違いに着目し
検討した．  
2.方法 
課題内容の理解が可能であり，手指の模倣検査において誤りを認めた脳卒中右片麻痺患者 24 名（男性

11 名 女性 13 名，平均年齢 73.3±9.9 歳）を対象とした．対象の有する高次脳機能障害は，観念失行 5 名，

観念運動失行13名，注意障害17名，構成障害11名であった (重複項目あり) ．対象の非麻痺側手指による

模倣行為の VTR データを分析した．模倣課題には，手指形態に「約束」「OK」「ピ－ス」「キツネ」と意味を付与

することが可能である4項目の有意味形態 (S+)と，手指形態に意味を付与することができない4項目の無意味

形態（S－）の合計 8項目を用いた．模倣検査は座位による 8項目(SS 4 項目，NS 4 項目)とし，それぞれについ

て対象の手指を遮蔽した模倣（以下 NV）と，対象の手指の視覚的確認を許す模倣（以下 V）の 2 条件を設定

した．なお，順序効果を排除するために，施行課題はランダムに提示した．VTRデータにもとづき，試行開始の

合図から模倣完成までの所要時間，および模倣における正答率を算出した．模倣正答率の算出における正誤

は，手指の形態に関与する関節と運動方向が適切か否かで判断した．SS と NSおける達成時間の比較には対

応のない t検定を用い，正答率の比較にはMann Whitney の U検定を用いて分析した．なお，有意水準は 5%

未満とした．  

3.結果 
NV条件において，S－の模倣達成時間はS+の模倣達成時間に比べて有意な増大が認められた（p＜0.01）．
また NV条件での S－の模倣正答率は，V条件での S－の模倣正答率に比べて有意な低下が認められた（p＜
0.05） 
4.まとめ 
NV 条件における S－の模倣達成時間は S+の模倣達成時間に比べて有意に増大した要因としては，S+

と S－の情報処理過程の相違が考えられる．つまり，S+は「約束」「OK」「ピ－ス」「キツネ」のように

言葉やイメ－ジが付与された形態であり，意味記憶化することが可能である．これに対して，S－は手指

による形態自体には意味が付加されていないため意味記憶化することは困難である．したがって，S+

は模倣が可能となるための前提条件である知覚性の身体イメ－ジを想起し易いのに対して，S－は知覚性

の身体イメ－ジを想起し難い行為であるといえる．以上のことから，S+は S－に比べ，身体イメ－ジ化を

端的に行うことができるために，模倣行為における遂行時間の短縮に繋がったと解釈した． 

S－の模倣正答率における V条件と NV条件間には有意差が認められ，NV条件の模倣正答率は V条件の

模倣正答率に比べて低値を示した．これらの結果においても，S+と S－の情報処理過程の相違を推測す

ることができる．S+は長期記憶から運動プログラムが産生され，模倣が生起されるのに対し，S－は視

覚情報のみを頼りに運動を企画し模倣が生起される．つまり，S－は記憶から行為を発現することがで

きず，視覚で捉えた検者の手指と自己の手指の形態を体性感覚によって照合するという，異種感覚モ

ダリティ情報の統合がなされる．これらの模倣生起に至るまでの難易度の違いが S－ の模倣のみに条件

間で有意差を認めた一要因であると考えられる．さらに，NV 条件での模倣検査は，異種感覚モダリテ

ィ情報の統合障害を検知するのに有効な一検査手法であることが示唆された． 


